
料  金  表       (R7．3 改訂) 

新札幌ひばりが丘訪問看護ステーション                                                                                                

【介護保険】      

    ＜費用の計算＞ 
      費用額(10 割)＝単位数×1 単位(10.21) (端数切捨て) 

      利用者負担額(1 割)＝費用額－(費用額×0.9 (1 円未満切り捨て) ) 

                  (2 割)＝費用額―(費用額×0.8 (1 円未満切り捨て) )  
 

＊実際の請求と料金表の合計とは、小数点以下の処理から誤差が発生することがあります。

＊複数回実施の場合の算定額とは、若干の誤差が生じます。 
 
☆訪問看護費 

訪問時間 
 
単位 

２０分未満 
(訪問看護Ⅰ１) 
３１４単位/回 

３０分未満 
（訪問看護１２） 
 ４７１単位/回 

３０分以上１時間 
未満（訪問看護Ⅰ３） 

８２３単位/回 

１時間以上１時間未満

（訪問看護Ⅰ４） 
  １１２８単位/回 

利用総額 ３，２０６円 ４，８０９円 ８，４０３円 １１，５１７円 
うち、介護保険から給

付される金額 
（９割） 
（８割） 

 
 
２，８８５円 
２，５６５円 

 
 
４，３２８円 
３，８４７円 

 
 
７，５６３円 
６，７２２円 

 
 
１０，３６５円 
９，２１４円 

利用者負担分 
（１割） 
（２割） 

 
３２１円 
６４１円 

 
４８１円 
９６２円 

 
 ８４０円 

１，６８１円 

 
１，１５２円 
２，３０３円 

※２０分未満の訪問看護について、以下の時間帯で計画的にサービスを行った場合には、次の割合で利用料
金に割増料金が加算されます。割増料金は介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象と
なります。 
①夜間 （午後６時から午後１０時まで）及び早朝（午前６時から午前８時まで）：２５％ 
②深夜 （午後１０時から午前６時まで）：５０％ 

 
☆作業療法士等によるサービス 

訪問看護Ⅰ―５／２９３単位 
介護予防訪問看護Ⅰ―５／２８３単位 

利用者負担分【訪問看護】    ¥300（１割）、¥599（２割）、¥898（３割） 
利用者負担分【介護予防訪問看護】¥281（１割）、¥578（２割）、¥867（３割） 
◎利用開始日の属する月から１２月超の利用者に介護予防訪問看護を行った場合、１回につき５単位減 

 
☆介護予防訪問看護費   

訪問時間 
 
単位 

２０分未満 
(予防訪問看護Ⅰ1) 

３０３単位/回 

３０分未満 
（予防訪問看護Ⅰ２） 
 ４５１単位/回 

３０分以上１時間 
未満 
（予防訪問看護Ⅰ３） 

７９４単位/回 

１時間以上１時間半

未満 
（予防訪問看護Ⅰ４） 
 １０９０単位/回 

利用総額 ３，０９４円 ４，６０５円 ８，１０７円 １１，１２９円 
うち、介護保険から 
給付される金額 
（９割） 
（８割） 

 
 

２，７８５円 
２，４７５円 

 
 
４，１４５円 
３，６８４円 

 
 

７，２９６円 
６，４８６円 

 
 
１０，０１６円 
８，９０３円 

利用者負担分 
（１割） 
（２割） 

 
３０９円 
６１９円 

 
４６１円 
９２２円 

 
  ８１１円 
１，６２１円 

 
１，１１３円 

 ２，２２６円 
※２０分未満の訪問看護について、以下の時間帯で計画的にサービスを行った場合には、次の割合で利用料
金に割増料金が加算されます。割増料金は介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象と
なります。 
①夜間 （午後６時から午後１０時まで）及び早朝（午前６時から午前８時まで）：２５％ 
②深夜 （午後１０時から午前６時まで）：５０％ 

 
 
 



☆ サービス提供体制強化加算Ⅱ [３単位/回]      
研修等を実施しており、３年以上の勤続年数のある者を一定以上配置している事業所に加算されます。 
利用総額 ３１円/回 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

２８円/回 
２５円/回 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）  

３円/回 
６円/回 

 
 
☆ サービス提供体制強化加算Ⅰ [６単位/回]      
研修等を実施しており、７年以上の勤続年数のある者を一定以上配置している事業所に加算されます。 
利用総額 ６１円/回 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

５５円/回 
４９円/回 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）  

６円/回 
１２円/回 

 
☆複数名訪問看護加算（Ⅰ） 
 同時に２人の看護師等が１人の利用者に対して訪問看護を行なった場合に加算されます。（必要時） 

[・30 分未満 ２５４単位/回   ・30 分以上 ４０２単位/回 ] 
利用総額 30 分未満  ２,５９３円 30 分以上 ４,1０４円 

うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

30 分未満  ２,３３４円 30 分以上 ３,６９４円 
30 分未満  ２,０７４円 30 分以上 ３,２８３円 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）    

30 分未満   ２５９円 30 分以上  ４１０円 
30 分未満   ５１９円 30 分以上  ８２０円 

 
☆複数名訪問看護加算（Ⅱ） 
 看護師等と看護補助者が同時に訪問看護を行う場合に加算されます。（必要時） 

[・30 分未満 ２０１単位/回   ・30 分以上 ３１７単位/回 ] 
利用総額 30 分未満  ２,０５２円 30 分以上 ３,２３７円 

うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

30 分未満  １,８４７円 30 分以上 ２,９１３円 
30 分未満  １,６４１円 30 分以上 ２,５８９円 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）    

30 分未満   ２０５円 30 分以上  ３２４円 
30 分未満   ４１１円 30 分以上  ６４８円 

 
☆緊急時訪問看護加算 
 当事業所では、２４時間連絡がつき緊急時状況により夜間、休日も含めた緊急時の相談と訪問の体制

をとっています。営業時間以外は携帯電話で対応します。緊急時訪問看護加算を希望される方は、あら

かじめサービス計画に登録します。また、計画的に訪問することになっていない緊急時訪問を必要に応

じて行う場合に利用者や利用者家族の同意を得て（Ⅱ）を算定します。 
 緊急時訪問における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制の設備が行われている 
場合（Ⅰ）を算定します。 
  
＊１ヶ月につき （Ⅰ）600 単位/月、（Ⅱ）574 単位/月 ※区分支給限度基準額の算定対象外 

区分 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)  緊急時訪問看護加算(Ⅱ)  

 
 

利用総額 ６，１２６円 ５,８６１円/月 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

５，５１３円 
４，９０１円 

５,２７５円/月 
４,６８９円/月 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）  

６１３円 
１，２２５円 

５８６円/月 
１,１７２円/月 

＊緊急時訪問看護を行った際は、その都度、訪問時間に基づく訪問料金のお支払いが必要になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



☆特別管理加算 
 １．厚生労働大臣が定める状態の利用者（留置カテーテルを付けている方や、人工肛門を付けている

方、在宅酸素療法をしている方、重度の褥瘡の方など）には、下記の料金がかかります。 
＊１ヶ月につき （Ⅰ）500 単位/月、（Ⅱ）250 単位/月 ※区分支給限度基準額の算定対象外 

区分 特別管理加算Ⅰ 特別管理加算Ⅱ 

特別管理加算対象者 
留置ｶﾃｰﾃﾙ、気管ｶﾆｭｰﾚ 
利用者、悪性腫瘍など 

在宅酸素、人工肛門 
真皮を超える褥瘡 

週３回以上点滴利用者 

利用総額 ５，１０５円/月 ２，５５３円/月 

うち、介護保険から給付される金額（９割） 

                                （８割） 
４，５９５円/月 
４，０８４円/月 

２，２９８円/月 
２，０４２円/月 

利用者負担額        （１割） 
              （２割） 

 ５１１円/月 
１,０２２円/月 

２５５円/月 
５１１円/月 

  ひと月以内の２回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間・深夜の訪問看護に係る加算を 
算定する。 
 
 
２．長時間訪問看護加算[300 単位/回] 
  特別管理加算の対象者について、１時間３０分以上の訪問看護を実施した場合の加算です。 
利用総額 ３，０６３円 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

２，７５７円 
２, ４５０円 

利用者負担額                    （１割） 
                                （２割） 

３０６円 
６１３円 

 
☆専門管理加算[250 単位/月] 
 緩和ケア、褥瘡ケア若くしは人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師又は、 
特定行為研修を修了した看護師が、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合の加算です。 
１ヶ月１回算定                      
利用総額 ２，５５３円/月 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

２，２９８円/月 
２，０４２円/月 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）  

２５５円/月 
５１１円/月 

 
☆ターミナルケア加算[2,500 単位/死亡月] 
   死亡日前 14 日以内に 2 回以上ターミナルケアを実施した場合の加算です。 
 ＊介護予防訪問看護は対象外です。 
利用総額 ２５，５２５円 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

２２，９７３円 
２０，４２０円 

利用者負担額          （１割） 
                （２割） 

２，５５３円 
５，１０６円 

 
☆遠隔死亡診断書補助加算[150 単位/死亡月] 
   情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、死亡診断加算を算定する利用

者にその主治医に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合の加算です。 
利用総額 １，５３２円 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

１，３７９円 
１，２２６円 

利用者負担額          （１割） 
                （２割） 

１５３円 
３０６円 

 
 
 
 
 
 
 
 



☆初回加算 
  新規に訪問看護計画書を作成した利用者に対して、病院、診療所又は介護保険施設から退院又は退所

した当日（Ⅰ）又は、翌日以降（Ⅱ）に初回訪問看護を行った場合の加算です。 
 ＊１ヶ月につき（Ⅰ）350 単位/月、（Ⅱ）300 単位/月 
 初回加算(Ⅰ)  

＊当日の初回訪問  
初回加算(Ⅱ) 
＊翌日以降の初回訪問 

 

 
 

利用総額 ３，５７４円 ３，０６３円 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

３，２１７円 
２，８５９円 

２，７５７円 
２, ４５０円 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）  

３５７円 
７１５円 

３０６円 
６１３円 

 
☆口腔連携強化加算[50 単位/月] 
 口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び介護支援 
専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行った場合の加算です。 
利用総額 ５１１円 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

４６０円 
４０９円 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）   

５１円 
１０２円 

 
 
☆退院時共同指導加算[600 単位/月] 
   入院中又は介護老人保健施設に入居中の者が、退院又は退所に当たり、主治医等と連携し、必要な指導を

行い、その内容を提供した場合の加算です。 
利用総額 ６，１２６円 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

５，５１３円 
４，９０１円 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）   

６１３円 
１，２２５円 

 
 

☆看護体制強化加算Ⅰ[550 単位/月]、看護体制強化加算Ⅱ[200 単位/月]  
  算定前 6 月において、緊急時訪問看護加算、特別管理加算、ターミナルケア加算の利用者が 
  一定数以上を占める場合の加算です。 
 看護体制強化加算(Ⅰ) 看護体制強化加算(Ⅱ)  

 
 

利用総額 ５, ６１６円 ２，０４２円 
うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

５，０５４円 
４，４９３円 

１，８３８円 
１，６３４円 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）   

５６２円 
１、１２３円 

２０４円 
４０８円 

 

 

☆定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携[2961 単位/月] 
 連携する事業所：定期巡回サービス土屋札幌白石 

 訪問介護と看護が密接に連携してサービスを提供する地域密着サービスであり、訪問介護事業所が 

訪問看護事業所と連携する連携型です。 
利用総額 ３０，２３１円/月 

うち、介護保険から給付される金額（９割） 
                （８割） 

２７，２０７円/月  

２４，１８４円/月 

利用者負担額          （１割） 
                （２割）   

３，０２４円/月 

６，０４７円/月 

 

 

 

 

 

 

 



☆交通費 

 

 通常の事業の実施地域以外への訪問看護に要した交通費は、その実費がかかります。 

 尚、交通費は利用者宅までの距離を測定し、距離に応じた料金になります。 

  70 円/ｋｍで計算します。               

 
☆ 駐車料金 
  指定駐車場が有料駐車場の場合は、料金を別途お支払い頂きます。その場合は、領収書の発行を受

け、利用者様にお渡しし、請求いたします。 
 

 
☆ 介護保険の給付対象とならないサービス 

以下のサービスは利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

介護保険給付の支給限度額を超える訪問看護（支給限度額を超えた金額がご契約者負担） 

時間 ２０分未満 ３０分未満 ３０分以上１時間未満 １時間以上１時間半未満 

利用料金 ３，１７５円 ４，７６８円 ８，３３１円 １１，４１４円 

 
☆長時間訪問看護の実費 

特別管理加算算定対象者以外の介護保険利用者で 90 分を超えての利用の場合は 10 分毎に 500 円 

実費がかかります。 
 
 
 
 
【医療保険】 
☆健康保険等の対象となる訪問看護サービスと利用料金 
医師の指示で訪問看護サービスが必要とされ、要介護認定で『自立』と判定された方や、厚生労働大

臣が定める疾病の方（人工呼吸器を使用している方、パーキンソン病の方）など介護保険２号被保険者

で要介護認定の対象にならない方、及び４０歳未満で訪問看護を利用される方は、健康保険法等により

訪問看護サービスが提供されます。 
項目 内容 金額 
基本療養費Ⅰ 
 

保健師、看護師、助産師、理学療法士、 
言語聴覚士等による訪問。 

週３日目まで５，５５０円／回 
週４日目以降６，５５０円／回 

准看護師による訪問。 週３日目まで５，０５０円／回 
週４日目以降６，０５０円／回 

悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア、褥

瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケ

アに係る専門の研修を受けた看護師と共

同して同一日に訪問を行った場合。 

１２，８５０円 
月１回限度。管理療養費は算定不可。 

基本療養費Ⅱ 
 

同一建物居住者に対して、保健師、看護

師等が訪問。同一日に２人。 
週３日目まで５，５５０円／回 
週４日目以降６，５５０円／回 

同一日に３人以上。 週３日目まで２，７８０円／回 
週４日目以降３，２８０円／回 

悪性腫瘍の利用者に対する緩和ケア又は

褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱

ケアに係る専門の研修を受けた看護師と

共同して同一日に訪問を行った場合。 

１２，８５０円 
月１回限度。管理療養費は算定不可。 

基本療養費Ⅲ 入院中の外泊時に訪問看護を実施 １回 ８，５００円 

難病等複数回訪問加算 必要に応じて１日に２回、または３回以

上指定訪問看護を行う場合。 
 

１日２回   ４，５００円 
１日３回以上 ８，０００円 

ターミナルケア療養費 死亡日及び死亡前１４日以内に２回以上

のターミナルケアを行った場合。 
ターミナルケア療養費 1：２５,０００円 
 (在宅、特別養護老人ホーム) 
 
ターミナルケア療養費 2：１０,０００円 
(特別養護老人ホーム等で死亡。 

看取り介護加算算定者) 



複数名訪問看護加算 対象患者に対し、一人での看護職員によ

る指定訪問看護が困難である場合。 
イ.看護師等４,５００円(週１回) 
ロ.准看護師３,８００円(週１回) 
ハ.看護補助者等３,０００(１～２回/日) 
       (３回以上１０,０００円) 
 

訪問看護情報提供療養費 別紙※１  
１，５００円/月 1 回 

夜間・早朝、深夜看護加算 夜間・早朝、深夜に訪問した場合に加算。 6 時～8 時，18 時～22 時 ２，１００円 
22 時～6 時       ４，２００円 

緊急訪問看護加算 主治医の指示により緊急の訪問を行い、

利用者や利用者家族等の同意を頂いた場

合に加算。 

月１４日目まで２, ６５０円/日 
月１５日目以降２，０００円/日 

管理療養費 主治医との連携や利用者家族との連絡・

相談・訪問看護の提供に関する管理。安

全管理体制の整備。 

 

月の初日の訪問の場合。 １）機能強化型１  １３，２３０円 
２）機能強化型２  １０，０３０円 
３）機能強化型３   ８，７００円 
４）１) 2）3) 以外   ７，６７０円 

月の２回目以降の訪問の場合。 1）３，０００円／日 
2）２，５００円／日 

管理療養費の加算 ①２４時間対応体制加算 
 
②特別管理加算（疾患等により加算） 
③長時間訪問看護加算 
（特別管理加算対象者による加算） 
④退院時共同指導加算 
⑤特別管理指導加算 
⑥退院支援指導加算 
  
 
 
⑦在宅患者連携指導加算 
⑧在宅患者緊急時等カンファレンス加算 
⑨看護・介護職員連携強化加算 

１）６，８００円/月 
２）１）以外 ６，５２０円/月 
５，０００円または２，５００円/月 
週１日 ５，２００円 
(９０分超えた場合) 
1 回  ８，０００円 
1 回  ２，０００円 
1 回  ６，０００円 
(厚生労働大臣が定める長時間の訪問を

要する場合。) +８,４００円 
 
1 回  ３，０００円 
1 回  ２，０００円(月 2 回まで) 
２,５００円/月 

専門管理加算 専門の研修を受けた看護師が、専門的な

管理を含む訪問看護を実施した場合。 
２,５００円/月 

遠隔死亡診断補助加算 情報通信機器を用いた在宅での看取りに

係る研修を受けた看護師が、主治医の指

示に基づき、医師の死亡診断の死亡診断

の補助を行った場合。 

１,５００円/月 

訪問看護医療 DX 情報活用加算 
 

電子資格確認により、利用者の診療情報

を取得した上で指定訪問看護の実施に関

する計画的な管理を行った場合。 

５０円/月 

そ 
の 
他 
の 
料 
金 

超過料金 ９０分を超えた場合３０分ごと １, ０００円 
時間外及び 
休日料金 

営業時間外及び営業日以外(祝休日など）

に訪問した場合。 
１時間まで３，１００円 
以後３０分毎に１，０００円 

交通費 実費を頂きます。事業所から利用者宅までの距離により料金設定。 
７０円/km          

 
※１ 訪問看護情報提供療養費 
  １.市町村等からの求めに応じて指定訪問看護の文書を添えて情報提供した場合。 
  ２.小・中学校入学や転学時等の当該学校に初めて在籍する利用者について 
    学校からの求めに応じて文書を添えて情報提供した場合。 

３.保険医療機関等に入院し又は入所する利用者について情報提供した場合。 
 

 
 
 

 
１,５００円 
(月 1 回) 

 
 



【保険適用外】 
☆保険適用外のサービス利用になるため自費となります。 
 
保険適用外 
サービス利用料 

 

外出時等に訪問看護を利用した場合。 

時間帯(9 時~17 時) 

1 時間まで８，０００円 

以後３０分毎に４，０００円 

 
＊その他の料金は健康保険対象外(自費)の料金です。 
＊訪問時間は１回につき３０分から１時間３０分の範囲となります。 
＊（基本療養費＋管理療養費＋加算分）×負担割合＋その他の料金 となります。 
＊特定疾患、医療扶助の場合は公費負担ですが、超過料金・交通費・休日料金・時間外料金は実費
になります。 

＊重度心身障害者医療、ひとり親家庭等の受給者証をお持ちの方は、各市町村により（基本療養費
+管理療養費+加算分）×負担割合の自己負担上限額が変わります。               
札幌市 上限 ３，０００円 

＊衛生材料費は実費、死後の処置は１１，０００円お支払い頂きます。（介護・医療 共通） 
＊１カ月の医療費の自己負担限度額は以下の通りです。 
（たとえば 70 歳以上の方の場合） 
① 一般（②、③以外の方） １割負担 月額上限 ５７，６００円 
② 市民税非課税世帯の方  １割負担 月額上限  ８，０００円 
③ 一定以上の所得の方   ３割負担 月額上限 １４，０００円 

   
＊キャンセル料 

  利用者の都合により訪問看護当日にキャンセルした場合は、キャンセル料として 1,000 円 
を徴収いたします。但し、利用者様の容態急変など、緊急やむを得ない事情がある場合、 
また訪問前日までにご連絡の場合はこの限りではありません。（介護・医療共通）   


